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Ⅰ 共通事項 

１ 総則 

 本仕様書は、小松市（以下「本市」という。）が購入する車両に係る本仕様を示すものである。 

 本仕様については、道路運送車両法及び保安基準、道路交通法、並びにその他関係法令等に適

合させるとともに、詳細に明記していない事項があっても本仕様の目的達成上、当然必要とする

機器、機構及び装置類については、本市の指示の有無にかかわらず、全て売渡人の責任において

完備するものとする。 

 また、作業性・機能性・安全性等の重視はもとより、当該車両に採用する諸資材は、関係法規

に合格する一級品であり、かつ、新品とし、外観の仕上げが丁寧であることとする。 

 なお、契約後は本仕様書において明記されていない詳細な部分について本市と打合せをするこ

と。 

 

２ 納入台数 

  ４ｔ級深あおりダンプ車（土砂等積載禁止車両） ２台 

  ただし、荷台のテールゲートの扉の形状が１台ずつ異なるもの。 

 

３ 納入場所 

  エコロジーパークこまつ内 リサイクルセンター：小松市大野町信三郎谷１番地内 

   納入時については、本市の指示する場所において、検査を受けた後に上記場所に納入するこ

と。詳細については、納入時に本市と協議するものとする。 

 

４ 納入期限 

  令和９年３月 31 日 

   ただし、予算繰越承認のうえ、令和９年９月 30日を履行期限とする変更契約を行う予定で

ある。 

 

５ 塗装 

（１）各部位における塗装色 

  塗装色は標準車両色（白系統）とし、架装部分は車両と同色とする。 

（２）その他 

  詳細等については、契約時に指示するものとする。 

 

６ 文字等 

（１）文字の種類 

  各車両に下表に指示する文字をステッカーで入れること。なお、ステッカーについては雨や洗

車等では簡単に剥がれないようにすること。 

 

    

 

文 字 文字入れ箇所 文字の色（大きさ） 字体 

「土砂等運搬禁止車両」 側面（荷台） 黒 １００mm角程度 丸ゴシック 

小松市 

市章（ロゴマーク） 

「No.10」又は「No.12」 

字体、大きさ、番号、文字入れ箇所等の詳細については契約

後に指示するものとする。 
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７ 保証 

  メーカー発行の保証書によるものとする。ただし、保証期間以後も、設計及び工作不良等に起

因する不具合が発生した場合は無償にて交換、修理を行うものとする。 

  また、当該物品を納入後、修理、点検、保守その他アフターサービスを本市の求めに応じて速

やかに提供すること。 

 

８ 検 査 

  納入時完成検査を実施するものとする。 

  検査内容は次のとおりとする。 

（ア）外観及び寸法検査 

（イ）動作検査 

（ウ）点灯検査 

（エ）塗装検査 

（オ）本市仕様に基づく検査 

（カ）その他必要な検査 

 

９ その他 

（１）車両登録及び納入に要する費用 

  ア 車両登録及び納入に要する費用は全て売渡人の負担とする。 

  イ 売渡人は、重量税、自動車損害賠償責任保険料を先に支払うものとし、領収書を添付の

上、当該金額を別途請求すること。売渡人は、リサイクル料金を先に支払うものとし、リサ

イクル券の写し、リサイクル料金表を添付の上当該金額を別途請求すること。（入札金額には

含めないこと。） 

  ウ その他の諸費用（車庫証明、検査・登録手続費用等）については入札金額に含めること。 

（２）タイヤの新替え 

   納車までに走行距離が２，０００㎞を超える場合はタイヤを新替えするものとする。 

（３）取扱説明 

   納車後速やかに車両に係る取扱説明及び、操作方法について必要な安全教育を、本市リサイ

クルセンターの職員に行うものとする。 

（４）登録番号表記キーホルダー 

   車両登録番号が記載されたキーホルダーを２個用意すること。 

（５）本仕様書における疑義の発生 

   本仕様書中、文意の解釈その他について疑義が生じたときは事前に購入所管課担当者の指示

を受けること。 

   なお、車体形状等により仕様に不都合が生じる場合は速やかに本市と協議の上、適宜調整を

行うこと。 

（６）入札の際、入札書に記載される入札金額に対応した内訳書（車種名入り）を別紙で添付する

こと。 

   

10 下取り(処分)車両 ２台（別紙のとおり）  

※ 車両の状態を確認したい場合は、環境推進課担当まで事前にお申し出ください。 

   

11 購入所管課 〒923-8650 小松市小馬出町 91 番地  

 小松市 経済環境部 環境推進課 担当者名 髙見、竹田  

 電話：０７６１－２４－８０６９ 、ＦＡＸ：０７６１－２３－６４０４ 
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Ⅱ 車両仕様 

１ シャシー車種及び架装機種 

  シャシー車種及び架装機種（以下「車種等」とする。）については下記参考型式と同等のものと

するとともに、後に掲げる主要諸元及び仕様に合致させること。 

（１）シャシー車種 

   下記車種と同等のもの 

  （参考）日野自動車株式会社 

      ＲＡＮＧＥＲ（レンジャー） （参考型式：２ＷＧ－ＦＣ２ＡＢＡ） 

 

（２）架装機種 

   ４ｔ級土砂等積載禁止ダンプ架装 深あおり舟底 

   ・テールゲート ２枚観音扉   １台 

   ・テールゲート １枚下開き扉  １台 

   下記機種と同等のもの 

  （参考）新明和工業株式会社  （型式：ＤＲ４－０００４Ｓ） 

   

２ 車両主要諸元 

  購入する車両は、ディーゼル自動車とし、平成 28年排出ガス規制に適合した車両とする。 

（１） クラス ４トン 

（２） 型状 キャブオーバータイプ 

（３） 乗車定員 ２名 

（４） キャビン ショートキャブ（２ドア） 

（５） 車両全長 6,500mm～7,000mm程度 

（６） 車両全幅 2,150mm～2,250mm程度 

（７） 車両全高 2,500mm～2,600mm程度 

（８） 最大積載量 2,750Kg～3,250Kg程度 

（９） 車両総重量 8,000Kg未満 

（10） ホイールベース 3,800mm～3,900mm程度 

（11） 燃料種別 軽油 

（12） 最小回転半径 6.0ｍ以内（シャシーのみの場合） 

（13） 総排気量 5,100cc以上 

（14） 最高出力 177ＫＷ（240ＰＳ）程度〔154ＫＷ（210ＰＳ）以上〕 

（15） 駆動方式 ２ＷＤ、後輪駆動 

（16） 変速機 前進６速・後退１速マニュアルトランスミッション 

（17） 補助ブレーキ 排気ブレーキもしくはリターダー 

（18） ステアリング パワーステアリング 

（19） チェンジレバー フロア式チェンジレバー 

（20） ドアーガラス パワーウィンドウ 

（21） タイヤ ラジアルタイヤ（後輪ダブルタイヤ） 

（22） 燃料タンク容量 １００リットル以上 

 

３ シャシーに係る仕様 

（１） ＰＴＯ（パワーテイクオフ）切替え装置 

スイッチ式とし、運転席前面において操作し易く、視認に支障をきたさない位置に取り付け

ること。 
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（２） ダンプレバー 

操作し易い位置に取り付けること。 

（３） 後退警報装置 

後退時に車外、車内に対して警報音が鳴るようにすること。 

（４） カーエアコン 

（５） カーラジオ 

（６） 時計 

（７） サイドバイザー 

（８） フロアマット 

（９） 標準工具及び洗車工具 

 

４ ４ｔ級土砂等積載禁止ダンプ架装に係る仕様 

（１）荷 台 

ア 舟底 

イ テールゲート ２枚観音扉   １台 

  テールゲート １枚下開き扉  １台 

ウ 荷台内寸及び荷台容量 

   内  寸 ： 内法長 4,500mm程度 

          内法幅 2,000mm程度 

          内法高 1,200mm程度 

エ 材質及び板厚 

   デ ッ キ ： 鉄鋼板 ｔ3.2mm程度 

   フロントパネル ： 鉄鋼板 ｔ2.3mm程度 

   サイドゲート ： 鉄鋼板 ｔ2.3mm程度 

   テールゲート ： 鉄鋼板 ｔ2.3mm程度 

オ 前壁はプロテクタ形状 

（２）油圧装置 

   作動油タンクは、使用者において日常点検が可能な位置に取り付けること。 

（３）ボデー梯子 

   鋼製丸パイプ製とし、前側、左右に取り付けること。 

（４）輪止め 

   輪止め２個を用意し、左右１個ずつ後輪側に輪止め置場を設置すること。なお、走行中に脱落

することがなく、使用の際には出し入れし易いようにすること。 

（５）スコップ掛け 

   スコップ１本を搭載できるようにスコップ掛けを取り付けること。 

（６）サイドバンパー 

車両左右の前後輪の間にサイドバンパーを取り付けること。取付けは、タイヤ及び荷台等に干

渉しない位置とし、左右のタイヤよりも外側に出ないようにすること。 

（７）リヤフェンダー 

リヤタイヤ上部には鉄製角型のリヤフェンダーを取り付け、フェンダーの後側に泥除けゴムを

取り付けること。 

（８）塗 装 

架装部分の塗装色は、車両と同色とすること。 

 


